
○福井市指定袋による事業系一般廃棄物処理手数料の徴収に関

する規則

平成8年9月27日

規則第30号

(趣旨)

第1条　この規則は、福井市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成

8年福井市条例第19号。以下「条例」という。)別表備考に規定する

手数料(以下「指定袋による事業系一般廃棄物処理手数料」とい

う。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収事務委託)

第2条　市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」

という。)第158条第1項の規定により、私人に指定袋による事業系

一般廃棄物処理手数料の徴収事務を委託する。

(納入の通知方法)

第3条　前条の規定により徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」

という。)は、令第154条第3項の規定により、納入の通知を口頭又

は掲示により行うものとする。

(徴収方法に係る財務会計規則の特例等)

第4条　前条に定めるもののほか、指定袋による事業系一般廃棄物処

理手数料の徴収方法は、福井市財務会計規則(昭和39年福井市規則

第11号)第46条第3項及び第5項の規定にかかわらず、次に定めると

おりとする。

(1)　受託者が指定袋による事業系一般廃棄物処理手数料を収納し

たときの領収書の交付については、指定袋の現品の交付をもって

これに代えるものとする。ただし、納入者から求められたとき

は、受託者による領収書を交付するものとする。

(2)　受託者は、毎月分の徴収した指定袋による事業系一般廃棄物

処理手数料に係る現金を翌月の10日(その日が、土曜日、日曜日

又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定

する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その翌日)

までに、指定金融機関又は収納代理金融機関へ現金払込書(様式

第1号)により払い込むものとする。

(3)　受託者は、毎月分の指定袋の取扱実績及び徴収事務委託料に

ついて指定袋取扱実績報告書兼徴収事務委託料請求書(様式第2

号)を作成し、翌月の10日(その日が、休日等に当たるときは、そ

の翌日)までに、市長に提出しなければならない。

(指定袋による事業系一般廃棄物処理手数料の還付)

https://www1.g-reiki.net/city.fukui/reiki_honbun/s500RG00000486.html?id=b0
https://www1.g-reiki.net/city.fukui/reiki_honbun/s500RG00000261.html?id=j46_k3
https://www1.g-reiki.net/city.fukui/reiki_honbun/s500RG00000261.html?id=j46_k5


第5条　納付した指定袋による事業系一般廃棄物処理手数料は還付し

ない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又

は一部を還付することができる。

(補則)

第6条　この規則に定めるもののほか、指定袋による事業系一般廃棄

物処理手数料の徴収に関しては、福井市財務会計規則の定めるとこ

ろによる。

附　則

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

附　則(平成19年3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1　この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附　則(平成27年2月13日規則第2号)

(施行期日)

1　この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2　改正前の福井市指定袋による事業系一般廃棄物処理手数料の徴収

に関する規則様式第2号により作成された用紙は、当分の間、所要

の調整をして使用することができる。

附　則(平成31年4月1日規則第91号抄)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

https://www1.g-reiki.net/city.fukui/reiki_honbun/s500RG00000261.html
https://www1.g-reiki.net/city.fukui/reiki_honbun/word/s500FG00007287.rtf


様式第2号(第4条関係)

https://www1.g-reiki.net/city.fukui/reiki_honbun/word/s500FG00001575.rtf



